
（議事概要）

名 称

開 催 日 時

開 催 場 所

出 席 者

問い合わせ先

会 議 資 料

非 公 開 理 由

内 容 （１） 報告

感染症法第19条第1項に基づく入院勧告

（２） 審議

・感染症法第20条第1項に基づく入院（延長）勧告

・感染症法第20条第4項に基づく入院期間延長

・感染症法第37条の2に基づく公費負担申請

北海道倶知安保健所及び岩内保健所感染症診査協議会（感染症部会）

令和５年（２０２３年）４月２６日（水）１３：３０～１４：００

北海道倶知安保健所（北海道後志総合振興局保健環境部保健行政室）

委　員　５名（北山委員、佐藤委員、木佐委員、渡邉委員、藤木委員）

事務局　２名

倶知安保健所健康推進課保健係

非公開

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下、感染症法）第２４条第３項に

基づく患者個人に係る診査のため

特記事項

倶知安 岩内 倶知安 岩内

 入院勧告 （報告のみ） （報告のみ） （報告のみ） （報告のみ）

 入院(延長)勧告 １ ２ １ ２

 入院期間延長 ０ ０ ０ １

 公費負担申請 ０ ２ ０ １

詰問件数 承認件数
審査件数内訳


